
令和５年度 

第１回 東京都移動性向上委員会 

                               

日時：令和５年８月２５日（金）１０時００分～ 

場所：九段第３合同庁舎 15 階 第２会議室 

 

議  事  次  第 

 

１．開  会 

２．議    事 

(1) 委員会の開催経緯と論点 

(2) 最新の交通状況による分析 

（3）主要渋滞検討箇所の進捗状況及び見直し  

(4) 最新の取り組みと整備効果 

(5) 渋滞対策検討箇所 

(6) ＴＤＭ施策の検討 

 

  ３．その他 

４．閉  会 

 

【資料一覧】 

資料１   ：令和５年度第１回東京都移動性向上委員会 資料 

資料２   ：東京都移動性向上委員会 規約・委員名簿 

参考資料  ：令和４年度第２回東京都移動性向上委員会 議事概要 

 

















































































R5.8.25
所属･役職 氏名 備考

委員⻑
東京都立大学 都市環境学部
都市基盤環境学科
教授

小根山 裕之

委員 国土交通省 関東地方整備局
東京国道事務所⻑ 石井 宏明

委員 国土交通省 関東地方整備局
相武国道事務所⻑ 栗原 和彦

委員 国土交通省 関東地方整備局
⾸都国道事務所⻑ 田中 満

委員 国土交通省 関東地方整備局
川崎国道事務所⻑ 藤坂 幸輔

委員 国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所⻑ 宮本 久仁彦

委員 国土交通省 関東地方整備局
東京外かく環状国道事務所⻑ 金森 滋

委員 国土交通省 関東運輸局
東京運輸⽀局⻑ 尾崎 行雄

委員 警視庁 交通部 交通規制課
課⻑代理（交通技術担当） 芳賀 政宣

委員 警視庁 交通部 交通管制課
課⻑代理（信号機管理担当） 児玉 和彦

委員 東京都 建設局 道路管理部
安全施設課⻑ 前田 隆志

委員 東京都 建設局 道路建設部
計画課⻑  ⿊⽊ 秀⼀

委員 東京都 建設局 道路建設部
鉄道立体担当課⻑ 小野 満基

委員 東日本高速道路（株）関東⽀社
東京外環⼯事事務所⻑ 上村 治

委員 中日本高速道路（株）八王子⽀社
総務企画部 企画調整課 担当課⻑ ⻄田 匡志

委員 中日本高速道路（株）東京⽀社
総務企画部企画調整課⻑ 内田 美範

委員 ⾸都高速道路（株） 計画・環境部
計画調整課⻑ 岡原 貴司

委員 ⾸都高速道路（株） 計画・環境部
快適⾛行推進課⻑ 宝子丸 薫子

委員 （⼀社）東京都トラック協会
業務部⻑ 中里 直之

委員 （⼀社）東京バス協会
常務理事 高桑 毅

オブザーバー関東地方整備局・道路部

東京都移動性向上委員会 委員名簿（案）



 

 

 

令和 5 年度 第 1 回 東京都移動性向上委員会 議事概要 

 

日時：令和 5 年 8 月 25 日（金） 10:00～12:00 

場所：国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 15 階第 2 会議室（対面・WEB） 

 

○議事内容 

（１）委員会の開催経緯と論点 

（２）最新の交通状況による分析 

（３）主要渋滞箇所の進捗状況及び見直し 

（４）最新の取り組みと整備効果 

（５）渋滞対策検討箇所 

（６）TDM 施策の検討 

 

○議事要旨 

（１）委員会の開催経緯と論点 

・これまでの委員会の開催経緯と今回委員会の論点について報告した。 

 

（２）最新の交通状況による分析 

・最新のプローブデータによる東京都内の交通状況について報告した。 

・H31.1 から R4.12 末の旅行速度及び交通量の推移を基に、コロナ禍から現在ま

での都内の交通状況変化について報告した。 

・交通状況のモニタリングと併せて、前回委員会から今回委員会までの間に対策

完了した箇所や具体の対策内容を整理し、対策による交通への影響を確認した

方がよいとの意見があった。 

 

（３）主要渋滞箇所の進捗状況及び見直し 

・現時点で渋滞対策が立案されていない主要渋滞箇所について、事故危険区間に

指定されている事業の実施性の高い箇所を中心に、交通安全対策事業と併せて

ピンポイント渋滞対策の実施も検討することを確認した。 

・今年度のモニタリング結果において、対策実施後 2 年間継続して効果が顕われ

ている 2箇所（富士見ヶ丘小学校交差点・乞田新大橋交差点）については、主

要渋滞箇所から解除することが了承された。 

・今年度のモニタリング結果において、対策未実施または実施中であるが、直近



 

5 年間継続してモニタリング指標に該当していない 4 箇所（下高井戸駅入口交

差点・（仮称）桜新町交番前南交差点・若林陸橋交差点・谷原交差点）について

は、関係機関へのヒアリング及び交通状況分析を実施し、次回委員会において

解除の要否を審議することとした。 

 

（４）最新の取り組みと整備効果 

・各道路管理者より、移動性向上に向けた取組み及び道路整備効果の事例が報告

された。 

 

（５）渋滞対策検討箇所 

・直轄国道における渋滞対策検討箇所について、ピンポイント対策の検討状況を

報告した。 

 

（６）TDM 施策の検討 

・TDM 施策検討候補箇所（案）ついて審議した。 

・TDM の施策メニューについては、時間帯の変更に限定せず、経路の変更や手段

の変更なども含めて複数の施策メニューを組合せて実施することで、はじめて

効果が発現するのはないかとの意見があった。 

 

以上 


